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木津川市介護保険条例の一部改正について

上記の議案を、地方自治法第１１２条及び木津川市議会会議規則第１４条

第１項の規定により、別紙のとおり提出します。

提案理由

平成３０年度木津川市介護保険特別会計歳入歳出決算で介護給付費準備

基金は５億３，２５５万６，８６０円となった。更にこの基金残額に歳入歳

出差引額１億３，２２２万７，９７４円を加えると６億６，４７８万４，８

３４円となり、第１号被保険者の保険料を第５期の保険料に戻すことができ

る。よって本条例の改正案を提案する。



木津川市条例第 号

木津川市介護保険条例の一部を改正する条例（案）

木津川市介護保険条例（平成１９年木津川市条例第１１３号）の一部を次

のように改正する。

第４条第１項第１号中「２８，７００円」を「２７，０００円」に改め、

同項第２号中「４１，４００円」を「３９，０００円」に改め、同項第３号

中「４４，６００円」を「４２，０００円」に改め、同項第４号中「５７，

３００円」を「５３，９００円」に改め、同項第５号中「６３，６００円」

を「５９，９００円」に改め、同項第６号中「７３，２００円」を「６８，

９００円」に改め、同項第７号中「８２，７００円」を「７７，９００円」

に改め、同項第８号中「９８，６００円」を「９２，９００円」に改め、同

項第９号中「１０８，２００円」を「１０１，８００円」に改め、同項第１

０号中「１１７，７００円」を「１１０，８００円」に改め、同項第１１号

中「１２７，２００円」を「１１９，８００円」に改め、同項第１２号中「１

３６，８００円」を「１２８，８００円」に改め、同項第１３号中「１４６，

３００円」を「１３７，８００円」に改め、同項第１４号中「１４９，５０

０円」を「１４０，８００円」に改める。

附 則

（施行期日）

第１条 この条例は、令和２年４月１日から施行する。

（経過措置）

第２条 改正後の木津川市介護保険条例第４条の規定は、令和２年度以降の

年度分の保険料から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、

なお従前の例による。



参考資料（発議第１６号）

木津川市介護保険条例の一部を改正する条例（案）新旧対象表

（新） （旧）

第１条～第３条 （略） 第１条～第３条 （略）

（保険料率） （保険料率）

第４条 平成３０年度から平成３２年

度までの各年度における保険料率は、

次の各号に揚げる第１号被保険者の

区分に応じそれぞれ当該各号に定める

額とする。

第４条 平成３０年度から平成３２年

度までの各年度における保険料率は、

次の各号に揚げる第１号被保険者の

区分に応じそれぞれ当該各号に定める

額とする。

（１） 介護保険法施行令（平成１

０年政令第４１２号。以下「令」

という。）第３９条第１項第１号

に掲げる者 ２７，０００円

（１） 介護保険法施行令（平成１

０年政令第４１２号。以下「令」

という。）第３９条第１項第１号

に掲げる者 ２８，７００円

（２） 令第３９条第１項第２号に掲

げる者 ３９，０００円

（２） 令第３９条第１項第２号に掲

げる者 ４１，４００円

（３） 令第３９条第１項第３号に掲

げる者 ４２，０００円

（３） 令第３９条第１項第３号に掲

げる者 ４４，６００円

（４） 令第３９条第１項第４号に掲

げる者 ５３，９００円

（４） 令第３９条第１項第４号に掲

げる者 ５７，３００円

（５） 令第３９条第１項第５号に掲

げる者 ５９，９００円

（５） 令第３９条第１項第５号に掲

げる者 ６３，６００円

（６） 次のいずれかに該当する者

６８，９００円

（６） 次のいずれかに該当する者

７３，２００円

ア・イ （略） ア・イ （略）



（７） 次のいずれかに該当する者

７７，９００円

（７） 次のいずれかに該当する者

８２，７００円

ア・イ （略） ア・イ （略）

（８） 次のいずれかに該当する者

９２，９００円

（８） 次のいずれかに該当する者

９８，６００円

ア・イ （略） ア・イ （略）

（９） 次のいずれかに該当する者

１０１，８００円

（９） 次のいずれかに該当する者

１０８，２００円

ア・イ （略） ア・イ （略）

（１０） 次のいずれかに該当する者

１１０，８００円

（１０） 次のいずれかに該当する者

１１７，７００円

ア・イ （略） ア・イ （略）

（１１） 前各号のいずれにも該当し

ない者 １１９，８００円

（１１） 前各号のいずれにも該当し

ない者 １２７，２００円

ア・イ （略） ア・イ （略）

（１２） 次のいずれかに該当する者

１２８，８００円

（１２） 次のいずれかに該当する者

１３６，８００円

ア・イ （略） ア・イ （略）

（１３） 次のいずれかに該当する者

１３７，８００円

（１３） 次のいずれかに該当する者

１４６，３００円

ア・イ （略） ア・イ （略）

（１４） 前各号のいずれにも該当し

ない者 １４０，８００円

（１４） 前各号のいずれにも該当し

ない者 １４９，５００円

２～５ （略） ２～５ （略）

第５条～第１８条 （略） 第５条～第１８条 （略）




